
主伐への補助制度を行っています 

 令和４年度から、林業事業体の育成・強化を図り、木材生産量を増加させて森林資源の循環利

用を進めるために、主伐（皆伐）に対して補助を行う「林業事業体木材生産力向上支援事業」を

行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業の詳細、様式のダウンロードは府ホームページまで 

 次のいずれかに該当する事業者 

〇森林経営計画の認定を受けた事業者 

〇林業労働力の確保の促進に関する法律により「林業事業体経営合理化計画」を作成し、知

事の認定を受けた事業者 

〇森林経営管理法により知事が公表した民間事業者 

補助対象となる事業者 

〇補助金の計算方法：（標準単価※＋間接費相当額） × ３/10 × 施業面積 

※花粉発生源対策苗木による再造林を実施する際は、3.5/10 の補助率となります。 

※標準単価については別途設定し、ＨＰで公開しています。 

補助金額 

〇木材生産性※を５年間で 1.3 倍以上に向上させることまたは長期間の森林経営を行う人

工林で実施すること 

〇施業の完了した年度の翌年度の４月１日から起算してから２年以内に再造林を行うこと 

〇施業の完了した年度の翌年度の４月１日から起算して 10 年間は、施業地を転用しないこ

と 

※木材生産性（㎥/人日）＝木材生産量（㎥）÷同木材生産に要した人工数（人日） 

※要件を満たさない場合は、補助金返還の対象になります。 

主な要件 

〇指定の期日までに事業計画の承認申請を行って承認を受けたうえ、所定の資料を添付し

て、広域振興局等に交付申請を行ってください。 

〇①京の木流通モデル構築支援事業に係るサプライチェーン構築に参画する事業者、②事

業計画に掲げる木材生産性の伸び率が大きい事業者、③主伐・再造林一貫作業を行う事

業者を優先採択しますので、申請者が多い場合は補助金の交付を受けられないことがあ

ります。 

申請方法 

京都府 
京都府丹後広域振興局（0772-62-4306）   京都府中丹広域振興局（0773-62-2586） 
京都府南丹広域振興局（0771-22-1017）   京都府山城広域振興局（0774-21-3450） 

京都府京都林務事務所（075-451-5724）   京都府農林水産部林業振興課（075-414-5015） 

〇主伐（皆伐に限ります） 

補助対象となる施業 

林業事業体木材生産力向上支援事業 

〇伐採に当たっては、伐採および伐採後の造林の届出の提出等の手続きが必要です。詳細は

事業地を所管する市町村にお問い合わせください。 

○本事業の実施により得られる収益は、木材生産力の向上や森林所有者への還元に活用して

ください。 

留意事項 



○事業の流れ 

 

交付申請/交付決定 

交付申請/交付決定 

交付申請/交付決定 

交付申請/交付決定 

交付申請/交付決定 

 事業計画※の承認を申請します。１度承認を受けれ

ば、以後５年間は申請不要です。 

※５年間で生産性を１．３倍以上に向上させる計画又

は長期間の森林経営を行う人工林で実施する内容の

計画であり、施業箇所等を示す施業計画とは異なり

ます。 

 計画期間中は、毎年度補助金の交付を申請

できます。申請が多い場合は、基準に沿って条

件の良い事業者から優先採択します。 

 主伐から２年以内に再造林を行います。再造林

には各種補助金を活用できます。なお、再造林を

行わない主伐は補助対象になりません。 

 事業計画に記載した生産性の目標の達成

状況を報告します。達成できていない場合

は、府の指示に従って改善に取り組みます。 

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 

 生産性の向上については、高性能林

業機械の導入補助など、他の補助金も

併せて御活用ください。 

 本事業における再造林は、植

栽だけでなく防鹿柵等の設置が

必須となります。 

計画承認申請/承認 中間報告 実績報告 

主伐 再造林 

主伐 再造林 

主伐 再造林 

主伐 再造林 

主伐 

 伐採に当たっては、伐

採届の提出などの手続き

が必要です。 

 伐採の実施前に、森林所有者

に対して本補助金の交付を申請

している旨をお伝えください。 


